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研究成果の概要（和文）：伝統的木造建築に用いられる木材の代表例としてあげられる木曽材の、

近世中期から後期における産出状況及び材種と規格について、檜が主体で 1丈 3尺の 2間が基

準となっていたこと等を明らかにした。また、全国の林野の木材生産の性格を所有・利用形態

の公私で分類し、公的な飛騨材と私的な丹波材の木材生産を比較研究した。即ち公用材の規格

を 2間および 6尺 5寸と明らかにし、私用材の流通量もこれに準じたことを明らかにした。 

 
研究成果の概要（英文）：The Kiso Zai, Hida Zai and Tanba Zai, cited as typical wooden 
materials used for the traditional Japanese architecture, had been produced at the 
standard length of 3,939mm and mainly used a Japanese cypress in the mid to late Edo period. 
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１．研究開始当初の背景 

本研究は、日本において建築材料として用
いられた木材に注目して、その用法を具体的
に把握することに主眼がある。そして、その
知見をもとに、建築材料としての木材を、建
築史の視座の中で体系的にとらえようと試
みるものである。 

日本では、「木の文化」といわれるように、
文化的な造形物の材料として木材が用いら
れることが多かった。伝統的な日本の建築も
同じように、古来そのほとんどが木材で作ら
れてきた。このように木材が主たる建築材料
として選ばれてきたことに関しては、森林資
源に恵まれたわが国の風土条件をあげて、木

材が豊富であったことにその要因を見るこ
ともある。しかし、素材が多いからというだ
けでは、木材が選択され使用され続けてきた
理由を充分に説明できてはいないと思われ
る。また、すでに平安期に洛中用材を木曽山
林に求める動きがあったことからも推察さ
れうるように、いかに豊富な森林があるとは
いえ木材は自然素材であるため、建築材料と
しての需要が増大すれば、かつては自然であ
った山林を人工的な生産・流通体制の元に管
理しなくては、容易には再生産されうるもの
ではなかったはずである。このように、木材
と伝統的な建物との関係には、それが選択さ
れた理由をはじめとして、どのように用いら



れてきたのか、また、建築材料としてどのよ
うに生産・流通していたのかなど、未検証な
部分が多くのこる。この解明が、本研究の着
想の基礎である。 

環境問題が年々深刻になる昨今、特に近代
的な工業材料を多用する建設産業において
は、建設材料の生産と廃棄が問題になってい
る。本研究は自然素材でありかつ環境負荷の
少ない木材を建築生産に用いていた状況を
体系的に把握することを目的とするため、環
境負荷という側面でみると、歴史研究であり
ながら今日的な問題への提言も含まれうる
ものである。 

本研究の調査対象地域は、伝統的木造建築
を多く遺し、かつ上代以来の都として、国内
の流通・生産体制に重要な役割を果たした京
都をとりあげる。特に流通機構が整備された
近世都市としての京都に着目することで、生
産史的な視点も得られるものと思われる。す
なわち、伝統的な遺構を扱った歴史研究であ
りながら、極めて今日的な問題が研究の動機
の背景にある。 

本研究の特色は、これまで建築史の中であ
まり着目されなかった材料の構成に着目し、
それを生産史的立場から総合的に把握する
ことで、文化的・現代的視点を獲得するとこ
ろに、独創性と新規性がある。また、木材の
生産と流通に着目することで、建築材料の環
境負荷という視点も得られ、現代的意義もあ
るものである。本研究に類した先行研究はほ
とんどなく、当該研究分野における価値は高
いと思われる。 

 
２．研究の目的 

本研究の骨格は、次のようなものである。
伝統的な日本の建築では、柱や梁など、使わ
れる部位によって様々な材種が使い分けら
れている。このような木の使い分け方には、
日本人の木に対する様々な考え方が反映さ
れている。木材の使用状況と使用箇所、それ
により形成される空間を、遺構や文献から具
体的に調査し、建設当時の社会状況や文化的
背景も手掛かりにすることで、構造材的な合
理性、あるいは審美観や象徴性など、材種の
選択の背景が理解され整理できる。また、建
築の生産が増えれば材料の生産と流通に関
する問題も生じ、木材を生産する森林地帯と、
それを消費する都市との関わりも変化する。
このような木材の生産という側面も検証の
範囲に入れることで、建築資材としての木材
の需給の背景を検証した。 

 
本研究の目的は、次の 4つの段階で構成さ

れた。すなわち、 
 

Ａ－〈京都の伝統的建築における木材の使用
状況の実態調査〉 

Ｂ－〈各遺構・物件に関する歴史的背景の分
析〉 

Ｃ－〈木材の生産・流通体制の分析〉 
Ｄ－〈以上のＡ～Ｄを体系的に整理〉 
 
である。 
 
Ａは、「文献調査」と「遺構調査」を主軸

とする。現存遺構の調査は、史(資)料研究に
一層の具体性を補完する。文献の調査は、建
築の造営に関わる史(資)料があれば、遺構で
は補いきれない、建設時建物の社会的背景や
使用木材の生産史的背景を検証した。また、
本研究以前に申請し受理された科学研究費
補助金の交付の成果として、京都近郊民家の
遺構調査を行えたので、この知見も反映させ
た。 
Ｂは、史(資)料調査が主となる。刊行本の

調査だけでなく、林制史史料中に含まれる建
築の生産に関するものを発掘する作業が中
心となった。特に消費状況が把握されると思
われる町文書は膨大であり、その読解は困難
を極めることが予想されるので、文書発掘作
業を絞りこむために、近世京都洛中の災害に
着目した。災害後には、住宅の供給が急務に
なるので、その使用状況の把握が平常時より
も比較的容易であると思われる。京都市歴史
資料館所蔵の文書等から、災害の年代の前後
の史(資)料を発掘した。 
Ｃは、Ｂで行なう災害時の建築資材供給シ

ステムの調査とあわせて、近世京都への木材
供給に大きな役割を果たしていた大堰川に
着目し、そこに集荷された木材の状況を、筏
業者と生産地・市場で交わされた文書を発掘
することで調査した。これは平常時のシステ
ムであるので、Ｂの非常時のシステムとあわ
せることで、Ａの使用状況を通覧する視点が
確保できるものと思われる。また、本研究以
前に申請し受理された科学研究費補助金の
交付の成果として、尾張藩白鳥貯木場の歴代
記を入手し、解読することが出来たので、こ
の成果をふまえて、海運で京都に搬入された
木材の動きについても、東京の徳川林政史研
究所所蔵文書などにより分析を行った。 
Ｄは、Ａ～Ｄを、建築史的な視点の上から

体系的に分析し整理した。 
 
Ａ～Ｄは相互に関連しあう作業であるが、

それぞれ１年づつの主要作業として振り分
け留意して研究の中心とすることで、本研究
を推進した。 
 
３．研究の方法 
Ａ－〈京都の伝統的建築における木材の使用

状況の実態調査〉 
＝「文献調査」 
近世京都の文書を調査し、住宅関係の記載



個所から、木材の使用状況を抽出・整理し検
討する。京都市歴史資料館所蔵の文書等から、
主に災害の発生した年期を手がかりに、普請
関係の文書を中心に史料の発掘を行った。本
研究以前に申請し受理された科学研究費補
助金の交付研究に引き続いて、災害史年表を
作成し、その年表を手がかりに、災害が起こ
った年次ごとに文書資料を調査した。 
 
Ｂ－〈各遺構・物件に関する歴史的背景の分

析〉 
＝「遺構調査」 
京都府及び周辺の遺構調査を行った。遺構

調査は、歴史的背景の分析を主に行い、可能
であれば実測調査・写真撮影も行った。 
 
Ｃ－〈木材の生産・流通体制の分析〉 

＝林政史史料調査 
林政史史料から、近世の海運・湊の史(資)

料を探索し、京都に搬入された木材の状況を
調査・分析した。 

 
本研究は、史(資)料の調査が主体となった。

対象史(資)料は、既知の史料の再検討と同時
に、まだ光が当てられていない古文書の調査
が重要であった。このため、文献の購入と、
調査先での史(資)料撮影・複写を行った。 

また、本研究では遺構調査によって木材の
使用状況を具体的に把握する作業も必要で
あった。このため、写真撮影と実測を行った。 

資（史）料は、町文書やそれが記された当
時の普請関係資料、あるいは流通の記録が対
象になるので、京都市歴史資料館や徳川林政
史研究所(東京)をはじめとした各地の歴史
資料館や所蔵者での閲覧が主な作業となっ
た。また、上記のＡ～Ｃは、最終的にＤとし
て纏められるため、研究方法としては年次ご
とに独立して行うものではなく、基本的には
研究期間中に渡って継続して行うものであ
った。このため、Ａ～Ｃそれぞれは、各年の
中心作業として留意して研究を進めた。 
  
４．研究成果 

多くの先行研究に準じて消費状況から研
究するとした当初の研究計画では、上記の計
画段階Ａ、Ｂの対象となる史料・遺構が膨大
となり、Ｄの総合的な研究視点の獲得が困難
かと思われた。しかし研究をすすめるなかで、
生産地からの木材産出状況から研究するこ
とによって、流通・消費の史的な流れがより
明確になるという、これまで既往研究に存在
しなかったために当初は考慮することがで
きなかった視点が獲得できた。すなわち、上
記Ｃを進めることで、Ａ、Ｂの研究がより明
確なものとなりうるという展望が開けた。こ
の展望に基づいて、申請研究期間の４年間内
で成果を明確にしやすいと考えられたＣを

重点的に推進・展開した。 
 
2007 年度は、伝統的木造建築に用いられる

木材の代表例としてあげられる木曽材に着
目し、「白鳥材木役所」に関係する史料を通
して、白鳥材木役所の職掌を調査し、近世後
期の木曽材の産出状況と、材種と規格につい
て研究し、それらを明らかにした。 
2008 年度は、前年度の成果の中から特に

18 世紀中期の木曽材の規格について、詳細に
研究した。すなわち、樹種は檜が主体である
こと。杣取り時点で規格化されたこと。建築
構造材になりうる長材は１丈３尺の「二間」
が規格寸法の基準となっていたこと。榑木の
生産に比重が置かれていたこと。林政改革を
反映して「小物」の産出に力が入れられつつ
あったこと、が結論づけられた。 
2009 年度は、木曽材に留まらず、近世の建

築材料としての木材の生産状況を研究した。
すなわち、皇室御料、公家領(二條家領)、社
寺領(伊勢皇大神宮領、賀茂別雷神社領、日
光東照宮領、延暦寺領、園城寺領、金剛峰寺
領)と、全国の林野の性格を大きく３種に分
類して、それぞれに関して研究を進めた。こ
れによって、各領地の木材生産は、大体にお
いて私的な性格を残した荘園的なものであ
ったこと。そのなかで、払い下げや請山とい
った商活動に関連する木材生産が散見され
ること、が結論づけられた。また、それぞれ
の山林の伐木の概要から、植生状況といった
近世の山林環境の推測も行った。 
2010 年度は、林政史関連史料から、近世の

林野利用の概要と木材の生産状況に関して
研究した。即ち林野制度の概要を分析するな
かで、林野の所有・利用形態の公私に注目で
きることが明らかになり、これにより公的な
飛騨国の御用材と私的な丹波国の商人材に
着目し、それぞれの代表的な歴史的事例を比
較・検討することで、木材の生産状況を分析
した。 
 
近世の林野は幕府領と諸侯の分領に大別

され、藩ごとに制度の特色があったことが確
認できた。御林はあくまで公的に管理された
が、その収益は、御用材が入札されたり払い
下げられたりする 18 世紀初頭ころから、公
的なものに留まらなくなったことが確認で
きた。払い下げの事例では、良材を除くとい
う前提でも「二間木尺廻」が年間１万～１万
４５千本というものがみられた。 
飛騨の御用材の木材生産は、細かく規格が

決められていたことが確認できた。特に「角
物」と「平物」は長さ２間が規格の基準であ
ることが推察された。「板子」と「榑木」は
長さ６尺５寸が基準であり、これは木曽材と
ほぼ同じ状況であった。商人材である丹波材
は、大堰川水運に関係した生産者側での木材



規格は 13 尺２寸の２間材が主流であったと
考えられた。なお流通量の多い２間材で杉と
松の値段が安価に設定されていたことも確
認できた。陸路による丹波材流通では１間半
材が多く、次いで多いのはやはり２間材であ
った。丹波材流通では御用材ほど細かい規格
の類型は確認できなかったが、史料には末口
３寸～１尺５寸の丸太が多くみられた。また
角木は「才」、丸太は「本」、貫は「丁」、板
は「間」と数量の単位が異なるため、この４
種類の規格は明確に区別されていたことが
明らかになった。なかでも「土伝」と称され
た良材は、１丈４尺と、特に長さが決められ
ていた。 

 
以上から、木材の規格化は、建設現場すな

わち消費段階でなされるというよりも、山林
からの伐木すなわち生産段階で行われてい
たことが明らかになった。この場合の規格に
関しては、細かい規定が確認されたが、御用
材・商人材ともに、２間材の生産量が多く、
また安価であったと推測された。災害発生年
次を手掛かりとした町文書の閲覧は、最終年
度次に三井家の普請関連文書の閲覧を行う
ことができたが、論文に纏めることが出来な
かったため、今後の課題としたい。 
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